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１．ねんきん特別便につきまして 

一体いつになったら解決するのか、なかなか見通しの立たない年金記録問題。

行政も対応に躍起です。 

現在、社会保険庁では「ねんきん特別便」なるものを、公的年金加入者、年金

受給者に随時送付しています。 

この「特別便」は、「宙に浮いた記録」の名寄せ作業の結果、記録が結びつく可

能性がある方について、まず２０年３月までに送付するもの。封筒の表に「ねんき

ん特別便」の記載があったら要注意！です。必ず中を確認して下さい。 

中には「年金記録のお知らせ」という用紙が入っています。まずこれで、ご自身

の生年月日や基礎年金番号、これまでの加入記録をしっかり確認して下さい。そ

の上で、記録の漏れや間違いがありそうな場合など、「特別便」の内容に納得が

いかないときは同封されている「照会票」に当該事項を書き込み、返信することと

なります。 

４月以降は上記以外の方についても、送付の対象となりますが、記録に全く心

配がないわけではありません。なぜなら、名寄せ作業は 100％ではありませんし、 

そもそも社会保険庁に記録が存在しない場合は名寄せができません。４月以降  

に特別便が送られてきた場合も、じっくりご確認の上、少しでも間違っていると感じたら、必ず行政に確認しましょう。   

２．台帳の保存はいつまで？ 

従業員の採用にあたり、会社は労働者名簿、賃金台帳、出

勤簿等の書類を作成することとなりますが、これらの書類は

いつまで保存しておくものなのでしょうか？今回は一覧表にま

とめましたので、確認してください。 

労働基準法上で定められたもの、労組協定等の書類、そ

の他の労働関係書類、それぞれ保存の期間や、起算日も違

います。例えばこの保存期間の起算日は「労働者名簿：労働

者の退職の日」「賃金台帳：最後に記入した日」「出勤簿：

その完結の日」です。 

社会保険の総合調査、労働基準監督署の臨検監督など、 

行政の調査が入った場合、備え付けや保存をしていないこ 

とで、より厳しい処分になることもあります。出来ればファイリングして定めら

れた期間、きちんと保存する習慣をつけておきましょう。 

３．年末年始の休業のお知らせ 

年末年始は 12/29（土）～1/3（木）までお休みをいただきます。 
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 先日、大学病院で親不知の抜歯手術をしたのですが、すごいですね、 

あれは。想像以上に痛いし、怖いし、腫れるし、なにより回復に時間が 

かかり、４，５日寝込みました。まだ、親不知を抜いていない方、要注意 

ですよ、特に下の歯！（年末、年始の話題とはズレてるなぁ。） 

年明けにすることは、スケジュール帳に今年の抱負を書くこと。繰越内容 

を含めて書くといつも、同じようなことが並んでしまいます…。  

（ちょっとフライングですが）2008 年今年もよろしくお願いいたします。（秋山） 
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「年金記録のお知らせ」サンプル：社保庁 HP より 

＜会社が作成・保存する労務関係書類の保存期間＞ 

◎労働基準法で定められているもの 

労働者名簿、賃金台帳、出勤簿 ：３年間 

◎その他の労働関係書類 

労使協定の書類、雇入れ・退職に関する書類：３年間 

（ただし退職金に関するものは５年が望ましい） 

一般健康診断個人票：作成日から５年間 

労災保険関係の書類：３年間 

労働保険料徴収・納付に関する書類：３年間 

雇用保険の被保険者関連の書類：退職日から４年間 

（その他は２年間） 

健康保険・厚生年金に関する書類：２年間 
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